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第１章 総 則

（名称）

第１条 本会は，茨城県公立高等学校事務職員研究会と称し，本部を会長の勤務する学校に置く。

（目的）

第２条 本会は，会員相互の緊密な連携の下に，学校教育事務の能率増進について研究し，もって学校

教育効果の進展に寄与することを目的とする。

（事業）

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

(1) 学校経営事務の研究

(2) 会員の資質の向上に関する事項

(3) 研究大会の開催

(4) その他本会の目的達成に必要な事項

（会員）

第４条 本会の会員は，茨城県立高等学校，中等教育学校及び特別支援学校の事務職員とする。

第２章 組 織

（役員）

第５条 本会に次の役員を置く。

会 長 １名 全国理事 若干名

副会長 ５名以内 研究委員長 １名

監 事 ２名 理事長 １名

２ 役員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（事務局）

第６条 本会は，会長の下に事務局を置き，副理事長及び理事を配置する。

２ 副理事長及び理事の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（参与並びに顧問）

第７条 本会に次の参与並びに顧問を置く。

参 与 若干名

顧 問 若干名

２ 参与並びに顧問の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（役員等の職務）

第８条 会長は，会務を総務し，会議を招集し，本会を代表する。

２ 副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときはこれに代わる。

３ 監事は，本会の会計を監査する。

４ 全国理事は，全国公立高等学校事務職員協会（以下，「全国協会」という。）の仕事に専念し，

かつ，本会の会議に出席し意見を述べる。

５ 研究委員長は，研究委員会を総務する。

６ 理事長は，本会の事務局を総務する。

７ 副理事長は，理事長を補佐する。

８ 理事は，本会の事務を処理する。

（参与並びに顧問の職務）

第９条 参与は，本会の会議に出席し意見を述べる。

２ 顧問は，会長の諮問に応じる。

（役員等の選出及び委嘱）

第１０条 会長，副会長並びに監事は，総会において選出する。

２ 理事長及び副理事長は，会長が委嘱する。



３ 理事は，会員の中から会長が委嘱する。

４ 研究委員長は，会長が委嘱する。

５ 参与並びに顧問は，評議員会の議決に基づき，会長が委嘱する。

６ 全国理事は，全国協会の依頼に基づき，会長が委嘱する。

（欠員補充役員等の任期）

第１１条 役員等に欠員を生じ，新たに選出された役員等の任期は，前任者の残任期間とする。

（支部）

第１２条 本会に，県北，水戸，県東，県南，県西の５支部を置く。

２ 支部には，支部長，副支部長を置く。

３ 支部長は，支部の諸般の事務を掌る。副支部長は，支部長を補佐し，支部長事故あるときは

これに代わる。

４ 支部長は，支部会員の互選により，会長がこれを委嘱する。副支部長は，支部会員の互選に

より選出する。

５ 任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

第３章 機 関

（機関）

第１３条 本会に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 評議員会

(3) 執行機関

(4) 委員会

（総会）

第１４条 本会は，毎年１回総会を開く。ただし，必要あるときは評議員会の議を経て臨時に開くこと

ができる。

２ 総会は，次の事項を審議決定する。

(1) 会則の改正

(2) 事業計画

(3) 予算及び決算

(4) 会長，副会長，監事の選出

(5) その他本会の運営に関する事項

３ 総会は，会員の３分の２以上の出席（委任状を含む）をもって成立する。

４ 総会の議決は，出席者の過半数の同意をもって可決とする。

（評議員会）

第１５条 評議員会は，総会に次ぐ機関である。

２ 評議員は，各支部会員のうちから若干名選出する。ただし，各支部中１名は，副支部長とす

る。

３ 評議員会は，必要に応じ開き，次の事項を審議する。

(1) 総会への提出議案

(2) 会長，副会長候補者の選考

(3) 参与並びに顧問の選出

(4) 会則の解釈及び運用についての改正

(5) その他本会の事業に必要な事項

４ 評議員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

（執行機関）

第１６条 執行機関は，次の者で構成する。

会長，副会長，研究委員長，研究副委員長，理事長，副理事長，理事，支部長

２ 会長は，本会の円滑な運営のため，必要に応じて前項の執行機関による事業推進会議等を開

くことができる。事業推進会議等は，次のとおりとする。

(1) 理事会（会長，理事長，副理事長，担当理事）



(2) 拡大理事会１（理事会に副会長，研究委員長，副委員長を加える）

(3) 拡大理事会２（拡大理事会１に支部長を加える）

(4) 事業推進会議（拡大理事会２に全国理事，参与，顧問，監事を加える）

３ 全国理事，参与，顧問は，必要に応じて事業推進会議等に出席することができる。

（委員会）

第１７条 本会に次のとおり委員会を置き，本会の目的達成のための必要な事業を行う。ただし，必要

があるときは，特別に委員会を設けることができる。

(1) 研究委員会

２ 研究委員会に副委員長を設ける。副委員長は，会長が委嘱する。

３ 委員は，会員の中から会長が委嘱する。

４ 副委員長並びに委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。

第４章 研究大会

（研究大会及び研究会）

第１８条 本会は，毎年１回以上，研究大会及び支部ごとの研究会を開く。

２ 本会は，１名あるいは数名のグループによる研究を支援する。

３ 研究大会においては，本会の研究目標，自由課題の研究発表及び講師による指導講話等を行

うものとする。

第５章 会 計

（経費）

第１９条 本会の経費は，会費，分担金，補助金，その他の収入をもって充てる。

（会計年度）

第２０条 本会の会計年度は，４月１日から翌年３月３１日までとする。

第６章 補 則

（表彰）

第２１条 本会に功労のあった者に対し，表彰を行うことができるものとする。

２ 表彰に関する規程は，別に定める。

（委任）

第２２条 この会則の施行に関し必要な事項は，別に定める。

付 則

本会の会則は，昭和２４年４月２日より施行する。

平成１６年５月７日全部改正

平成１９年５月２日一部改正

平成２２年５月７日一部改正

平成２６年５月９日一部改正


